
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年４月２１日  製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

振動台を有する運動器具（振動台を用いた運動器具の対非につ

いて） 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、スタンドタイプで、立った状態で振動する台座に乗り、身体全体に振

動を加えることにより、筋肉をトレーニングするマシーンである。 

 使用方法の事例としては、椅子に座った状態で足を振動台に乗せ脚部に振動を加

える又は振動台に手をつき腕部に振動を加える等により局部筋肉を鍛えるもので

ある。 

 取扱説明書等には、運動器具としての効能・効果の記載をし、マッサージ器とし

ての効能・効果は記載していない。 

 

○構造、仕様、意匠 

 振動台の最大振動幅は１２㎜で、振動幅の調整機能を有する。 

 外観寸法等：幅８１０×奥行６２０×高さ１,３９０㎜、重量７３ｋｇ 

 定   格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、１５０Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

一般家庭用、フィットネスクラブ、健康施設、温泉施設、療術院等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品中、電動力応用機械器具の「電気マッサージ器」として取り扱う。

 

（理由） 

 本製品は、電動力を用いて駆動する振動台を有し、身体に局部的な振動を加える

ことによりマッサージ効果（血行促進、筋肉を解す、筋肉疲れ緩和、疲労回復等）

が想定できることから、「電気マッサージ器」として取り扱うことが妥当と判断す

る。 

  

 


